
第

二

千

五

百

九

十

四

号

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
知
事
部
局
職
員
定
数
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

六
七
〇
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

六
七
〇

人
事
委
員
会
規
則

○
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
(

人
事
委
員
会)

六
七
一

○
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

六
七
一

○
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(
同

)

六
七
二

公
安
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
第
十
六
条
第
二
項
の
警

察
職
員
及
び
同
条
第
三
項
の
証
明
書
を
定
め
る
規
則

(

組
織
犯
罪
対
策
課)

六
七
二

告

示

○
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
取
消
し

(

税

務

課)

六
七
二

○
岐
阜
県
北
ア
ル
プ
ス
地
区
に
お
け
る
山
岳
遭
難
の
防
止
に
関
す
る
条

例
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
事
務
の
一
部
を
委
託
す
る
者
の
指
定

(

防

災

課)

六
七
二

○
岐
阜
県
北
ア
ル
プ
ス
地
区
に
お
け
る
山
岳
遭
難
の
防
止
に
関
す
る
条

例
別
表
第
一
並
び
に
別
表
第
二
第
二
号
及
び
第
三
号
の
知
事
が
定
め

る
区
域

(

同

)

六
七
三

○
有
害
興
行
の
指
定

(

私
学
振
興
・
青
少
年
課)

六
七
三

○
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
担
当
機
関
の
指
定

(

地
域
福
祉
国
保
課)

六
七
三

○
指
定
施
術
機
関
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出

(

同

)

六
七
四

○
指
定
施
術
機
関
の
廃
止
の
届
出

(

同

)

六
七
四

○
肥
料
の
登
録

(

農
産
園
芸
課)

六
七
五

○
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
の
更
新

(

同

)

六
七
五

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

六
七
六

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

六
七
六

訓

令

甲

○
岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

人

事

課)

六
七
七

○
附
属
機
関
の
委
員
等
の
職
に
充
て
る
職
員
の
職
の
指
定
に
関
す
る
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

同

)

六
七
八

○
岐
阜
県
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

法
務
・
情
報
公
開
課)

六
七
八

○
道
路
監
理
員
及
び
河
川
監
理
員
に
充
て
る
職
員
の
職
の
指
定
に
関
す

る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

道
路
維
持
課)

六
七
九

公

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

(

商
業
・
金
融
課)

六
七
九

○
家
畜
改
良
増
殖
法
の
規
定
に
よ
る
種
畜
証
明
書
の
交
付

(

畜

産

課)

六
七
九
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日



規

則

三
、
七
六
二
人

計

三
、
七
五
九
人

計

都
市
整
備

清
流
の
国

推
進
部

都
市
公
園
課

都
市
公
園
課

鉄
道
高
架

全
国
レ
ク

リ
エ
ー
シ

ョ
ン
大
会

総
括
監

一

都
市
公
園
に
関
す
る
こ
と(

岐
阜
メ
モ
リ
ア
ル
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。)

。

管
理
調
整
係
、
活
用
推
進
係
、
管
理
運
営
係

一
人

一
人

上
司
の
命
を
受
け
、
岐
阜
駅
周
辺
鉄
道
高
架
事
業
に

上
司
の
命
を
受
け
、
全
国
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
大
会

の
推
進
そ
の
他
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
を
総
括
的
に
処

理
す
る
。

岐
阜
県
知
事
部
局
職
員
定
数
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
九
十
二
号

岐
阜
県
知
事
部
局
職
員
定
数
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
知
事
部
局
職
員
定
数
規
則(
昭
和
三
十
三
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
都
市
建
築
部(

企
業
会
計
職
員
を
除
く
。)
の
項
中｢

一
五
一
人｣

を｢

一
五
四
人｣

に
改
め
、

｢
｢

同
表
中

を

｣

に
改
め
、
同
表
合
計
の
項
中｢
三
、
八
五
三
人｣

を｢

三
、
八
五
六

｣

人｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
九
十
三
号

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

六
条
第
二
項
の
表
清
流
の
国
づ
く
り
政
策
課
の
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、

第
九
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
五

全
国
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
大
会
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
第
三
項
中｢

及
び
ま
ち
づ
く
り
支
援
・
移
住
定
住
係｣

を｢

、
ま
ち
づ
く
り
支
援
・
移
住
定

住
係
及
び
全
国
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
大
会
企
画
係｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中｢

第
二
項
の
表
清
流
の

国
づ
く
り
政
策
課
の
項
第
十
号｣

を｢

第
二
項
の
表
清
流
の
国
づ
く
り
政
策
課
の
項
第
九
号｣

に
改
め

る
。第

六
条
の
二
第
一
項
の
表
防
災
課
の
項
中｢

救
助
・
防
災
対
策
係｣

の
下
に｢

、
火
山
防
災
対
策
係｣

を
加
え
、
同
条
第
二
項
の
表
防
災
課
の
項
第
一
号
中｢

第
三
号
か
ら
第
五
号｣

を｢

第
四
号
か
ら
第
六

号｣

に
改
め
、
同
項
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下

げ
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

火
山
の
災
害
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
第
二
項
の
表
商
工
政
策
課
の
項
中
第
十
六
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
二
号
か
ら
第
十
五
号

ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二

Ｔ
Ｐ
Ｐ
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
第
一
項
の
表
街
路
公
園
課
の
項
中｢

街
路
公
園
課｣

を｢

都
市
整
備
課｣

に
改
め
、｢

、

企
画
係｣

及
び｢

、
公
園
係｣

を
削
り
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
十
三
条
第
二
項
の
表
街
路
公
園
課
の
項
中｢

街
路
公
園
課｣

を｢

都
市
整
備
課｣

に
改
め
、
同
項

中
第
六
号
及
び
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
六
号
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
十
四
条
の
表
総
務
部
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
十
六
条
の
表
都
市
政
策
課
の
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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課
都
市
公
園
班 推

進
企
画

監

都
市
建
築
部

都
市
公
園
課
長

１

都
市
公
園
施
設
の
災
害
対
策
及
び
支
援
に
関
す
る

こ
と
。

関
し
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
を
処
理
す
る
。

二
種

管
理
監

館
長
、
副
館
長

館
長
、
副
館
長

四
種
二
種

第
二
十
六
条
の
表
街
路
公
園
課
の
部
中｢

街
路
公
園
課｣

を｢

都
市
公
園
課｣

に
改
め
、
同
部
鉄
道

高
架
推
進
企
画
監
の
項
を
削
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

岐
阜
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正)

２

岐
阜
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
八
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
都
市
建
築
部
の
部
街
路
公
園
班
の
項
中

｢

街
路
公
園
班｣

を

｢

都
市
整
備
班｣

に
、

｢

街
路
公
園
課
長｣

を｢

都
市
公
園
課
長｣

に
改
め
、
同
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号

と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

人
事
委
員
会
規
則

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
七
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
一
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
行
政
職
の
表
知
事
の
項
本
庁
次
長
の
欄
中｢

秘
書
政
策
審
議
監｣

を｢

秘
書
政
策
審
議
監

全
国
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
大
会
総
括
監｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
八
号

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
二
年

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
三
知
事
の
部
本
庁
の
項
中｢

秘
書
政
策
審
議
監｣

の
下
に｢

、
全
国
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

｢

ン
大
会
総
括
監｣

を
加
え
、
同
表
教
育
委
員
会
の
部
図
書
館
の
項
中

｢を

｣
に
改
め
る
。

｣
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松
永
油
業
株

式
会
社

名

称

松

永

浩

司

代
表
者
氏
名

大
垣
市
本
今
四
丁
目
五
六
番
地

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の

所
在
地

平
成
二
六
・
一
〇
・

六

取

消

年

月

日

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
九
号

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則(

昭
和
四
十
一
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
本
庁
の
項
中｢

秘
書
政
策
審
議
監｣

の
下
に｢
、
全
国
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
大
会
総
括
監｣

を
加
え
る
。

別
表
第
三
図
書
館
の
部
中｢

副
館
長｣

の
下
に｢

、
管
理
監｣
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
安
委
員
会
規
則

岐
阜
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
第
十
六
条
第
二
項
の
警
察
職
員
及
び
同
条
第
三
項
の
証

明
書
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

水

谷

邦

照

岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号

岐
阜
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
第
十
六
条
第
二
項
の
警
察
職
員
及
び
同
条
第
三
項

の
証
明
書
を
定
め
る
規
則

岐
阜
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例(

平
成
二
十
六
年
岐
阜
県
条
例
第
五
十
六
号)

第
十
六

条
第
二
項
の
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
警
察
職
員
は
警
察
官
と
し
、
同
条
第
三
項
の
公
安
委
員
会
規

則
で
定
め
る
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
警
察
手
帳
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
六
百
五
号

地
方
税
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号)

第
百
四
十
四
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
の
で
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
六
百
六
号

岐
阜
県
北
ア
ル
プ
ス
地
区
に
お
け
る
山
岳
遭
難
の
防
止
に
関
す
る
条
例(

平
成
二
十
六
年
岐
阜
県
条

例
第
四
十
七
号)

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
に
規
定
す
る
事
務
の
一
部
を
委
託
す
る
者
を
次
の
と

お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

事
務
の
一
部
を
委
託
す
る
者
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映
画

種
類

野
外
乱
交
殺
し
た
い
ほ
ど
愛
し
て
る

夜
だ
か
ら

妹
の
匂
い
よ
ろ
め
き
の
爆
乳

凍
蝶
圖
鑑

新
人
巨
乳
は
さ
ん
で
三
発

題
名

等

オ
ー
ピ
ー
映
画

テ
ィ
・
ジ
ョ
イ

オ
ー
ピ
ー
映
画

風
楽
創
作
事
務
所

オ
ー
ピ
ー
映
画

配
給
会
社
名
等

情
愛
中
毒

(原
題
)
人
間
中
毒

(Ｏ
Ｂ
Ｓ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ｅ
Ｄ
)

熟
女
ラ
ー
メ
ン
お
つ
ゆ
は
熱
々

発
情
病
棟
女
医
た
ち
の
下
半
身

ク
ロ
ッ
ク
ワ
ー
ク
ス

(
韓

国
)

オ
ー
ピ
ー
映
画

新
東
宝
映
画

高
山
市
奥
飛�
温
泉
郷
神
坂
七
一
〇
番
地
九

岐
阜
県
北
ア
ル
プ
ス
山
岳
遭
難
対
策
協
議
会

会
長

國
島

芳
明

二

指
定
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日

岐
阜
県
告
示
第
六
百
七
号

岐
阜
県
北
ア
ル
プ
ス
地
区
に
お
け
る
山
岳
遭
難
の
防
止
に
関
す
る
条
例(

平
成
二
十
六
年
岐
阜
県
条

例
第
四
十
七
号)

別
表
第
一
並
び
に
別
表
第
二
第
二
号
及
び
第
三
号
の
知
事
が
定
め
る
区
域
を
次
の
と

お
り
定
め
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次｣

は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
危
機
管
理
部
防
災
課
及
び
岐
阜
県
飛�
振
興
局
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
六
百
八
号

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
も
の
を
有
害
興
行
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
１
指
定
興
行

２
指
定
年
月
日

平
成
26年
10月
31日

３
指
定
理
由

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
､
又
は
著
し
く
残
忍
性
を
助
長
す
る
た
め
､
青
少
年
の
健
全
な
育
成

を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
｡

岐
阜
県
告
示
第
六
百
九
号

生
活
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
四
号)

に
よ
る
改
正
前
の
生
活

保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下｢

旧
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
五
条

に
お
い
て
準
用
す
る
旧
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平

成
二
十
五
年
法
律
第
百
六
号)

に
よ
る
改
正
前
の
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住

帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下｢

旧
中
国
残
留
邦
人
等
支

援
法｣

と
い
う
。)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
生
活
保
護
法
第
四

十
九
条
の
規
定
に
よ
る
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定

し
た
の
で
、
旧
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
及
び
旧
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に

お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

開

設

者

所

在

地

指
定
年
月
日

岐

南

接

骨

院

伊

藤

和

己

羽
島
郡
岐
南
町
下
印
食
二
―

一
〇
二
―
一

平
成��･�･�

楽
生
鍼
灸
マ
ッ
サ
ー
ジ

院

長
谷
川

啓

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
錦
二

―
八
―
二
三

キ
タ
ム
ラ
ビ

ル
五
〇
二

平
成��･�･�
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訪
問
リ
ハ
ビ
リ
マ
ッ
サ

ー
ジ

は
り
・
き
ゅ
う

あ
い
ゆ
う

宇

野

弘

孝

大
垣
市
中
野
町
二
―
五
八

平
成��･�･��

岐
阜
県
告
示
第
六
百
十
号

生
活
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
四
号)

に
よ
る
改
正
前
の
生
活

保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下｢

旧
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
五
条

に
お
い
て
準
用
す
る
旧
生
活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及

び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
二
十
五
年
法
律
第
百

六
号)

に
よ
る
改
正
前
の
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下｢

旧
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法｣

と
い
う
。)

第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
生
活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ

り
次
の
指
定
施
術
機
関
か
ら
当
該
施
術
機
関
の
名
称
等
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
旧
生
活

保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
及
び
旧
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ

る
も
の
と
さ
れ
た
旧
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

開

設

者

所

在

地

変
更
年
月
日

新

森
家
接
骨
院

旧

森
の
接
骨
院

森

成

二

新

各
務
原
市
鵜
沼
羽
場
町

二
―
一
六
二
―
三

旧

各
務
原
市
鵜
沼
各
務
原

町
二
―
一
五
四
―
二

平
成��･��･��

新

い
ち
え
鍼
療
院

旧

い
ち
え
鍼
灸
院

内

藤

真

次

新

揖
斐
郡
池
田
町
片
山
二

一
八
六
―
一

旧

揖
斐
郡
池
田
町
田
中
三

六
一
―
三

平
成��･�･��

お
し
こ
し
接
骨
院

新

吉
見
政
樹

旧

中
村
政
樹

養
老
郡
養
老
町
石
畑
二
〇
三

―
一

平
成��･�･�

た
な
か
接
骨
院

田

中

容

崇

新

瑞
浪
市
樽
上
町
一
―
一

一
―
一

旧

土
岐
市
肥
田
浅
野
双
葉

町
二
―
二
〇
―
一

平
成��･�･�

清

野

鍼

灸

院

清

野

美
登
利

新

土
岐
市
泉
岩
畑
町
二
―

一
三
―
二

旧

土
岐
市
泉
神
栄
町
一
―

一

平
成��･�･��

岐
阜
県
告
示
第
六
百
十
一
号

生
活
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
四
号)

に
よ
る
改
正
前
の
生
活

保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下｢

旧
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
五
条

に
お
い
て
準
用
す
る
旧
生
活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及

び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
二
十
五
年
法
律
第
百

六
号)

に
よ
る
改
正
前
の
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下｢

旧
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法｣

と
い
う
。)

第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
生
活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ

り
次
の
指
定
施
術
機
関
か
ら
当
該
指
定
施
術
機
関
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
旧
生
活
保
護

法
第
五
十
五
条
の
二
及
び
旧
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も

の
と
さ
れ
た
旧
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

開

設

者

所

在

地

廃
止
年
月
日

中

村

接

骨

院

中

村

政

樹

養
老
郡
養
老
町
押
越
三
五
―

四
三

平
成��･��･��

谷
倉
鍼
灸
治
療
院

谷

倉

勝

雄

飛
騨
市
古
川
町
杉
崎
一
三
四

―
一

平
成��･��･��

成

和

接

骨

院

土

居

浩

之

岐
阜
市
則
武
中
二
―
三
〇
―

一
三

平
成��･�･��

み
の
鍼
灸
マ
ッ
サ
ー
ジ

接
骨
院

西

村

治

樹

美
濃
市
上
条
一
三
七
八
―
二

平
成��･�･��

西
島
之
サ
ト
ウ
治
療
院

佐

藤

登
美
子

海
津
市
平
田
町
西
島
八
六
〇

平
成��･�･��
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登
録
番
号

岐
阜
県
第

九
〇
二
号

岐
阜
県
第

九
〇
一
号

登
録
番
号

肥
料
の
種
類

混
合
石
灰
肥

料 混
合
石
灰
肥

料 肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

粒
状
炭
酸
苦

土
石
灰
二
〇

四
〇
苦
土
・

硫
酸
苦
土
・

ほ
う
酸
塩
混

合
肥
料

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量

(

％)

ア
ル
カ
リ
分

五
五
・
〇

可
溶
性
苦
土

二
〇
・
〇

ア
ル
カ
リ
分

四
五
・
〇

可
溶
性
苦
土

二
七
・
〇

く
溶
性
苦
土

一
五
・
〇

く
溶
性
ほ
う

素

〇
・
五

保
証
成
分
量

(

％)

そ
の
他

の
規
格

同 公
定
規

格
の
と

お
り

そ
の
他

の
規
格

生
産
業
者
の
氏
名
又
は

名
称
及
び
住
所

同 上
田
石
灰
製
造
株
式
会

社大
垣
市
赤
坂
町
三
七
五

一
番
地

生
産
業
者
の
氏
名
又
は

名
称
及
び
住
所

岐
阜
県
第

八
〇
二
号

岐
阜
県
第

七
二
五
号

岐
阜
県
第

七
二
四
号

岐
阜
県
第

七
二
二
号

岐
阜
県
第

七
二
一
号

岐
阜
県
第

六
五
九
号

岐
阜
県
第

四
四
五
号

岐
阜
県
第

四
四
四
号

消
石
灰

炭
酸
カ
ル
シ

ウ
ム
肥
料

混
合
石
灰
肥

料 炭
酸
カ
ル
シ

ウ
ム
肥
料

炭
酸
カ
ル
シ

ウ
ム
肥
料

炭
酸
カ
ル
シ

ウ
ム
肥
料

消
石
灰

生
石
灰

肥
料
用
消
石

灰 く
み
あ
い
炭

酸
苦
土
石
灰

四
一
号

粒
状
園
地
土

壌
改
良
混
合

石
灰
三
号

炭
酸
苦
土
石

灰
肥
料
三
号

く
み
あ
い
苦

土
炭
酸
石
灰

三
号

粒
状
炭
酸
苦

土
石
灰

六
〇
消
石
灰

八
五
生
石
灰

ア
ル
カ
リ
分

六
五
・
〇

ア
ル
カ
リ
分

五
六
・
〇

可
溶
性
苦
土

八
・
〇

ア
ル
カ
リ
分

四
五
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
五
・
〇

ア
ル
カ
リ
分

五
五
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
六
・
〇

内
く
溶
性
苦

土
一
一
・
〇

ア
ル
カ
リ
分

五
五
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
六
・
〇

内
く
溶
性
苦

土
一
一
・
〇

ア
ル
カ
リ
分

五
三
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
五
・
〇

ア
ル
カ
リ
分

六
〇
・
〇

ア
ル
カ
リ
分

八
五
・
〇

該
当
な

し 公
定
規

格
の
と

お
り

同 同 同 公
定
規

格
の
と

お
り

同 該
当
な

し

株
式
会
社
古
田
石
灰
工

業
所

大
垣
市
昼
飯
町
三
六
番

地 清
水
工
業
株
式
会
社

大
垣
市
赤
坂
東
町
二
番

地
の
一

上
田
石
灰
製
造
株
式
会

社大
垣
市
赤
坂
町
三
七
五

一
番
地

同 河
合
石
灰
工
業
株
式
会

社大
垣
市
赤
坂
町
二
〇
九

三
番
地

清
水
工
業
株
式
会
社

大
垣
市
赤
坂
東
町
二
番

地
の
一

同 マ
ル
ア
イ
石
灰
工
業
株

式
会
社

大
垣
市
赤
坂
町
三
三
五

一
番
地

岐
阜
県
告
示
第
六
百
十
二
号

肥
料
取
締
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
肥
料

を
登
録
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
六
百
十
三
号

肥
料
取
締
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号)

第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
肥

料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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岐
阜
県
第

岐
阜
県
第

八
四
〇
号

岐
阜
県
第

八
三
九
号

岐
阜
県
第

八
三
八
号

岐
阜
県
第

八
三
七
号

岐
阜
県
第

八
〇
六
号

岐
阜
県
第

八
〇
五
号

岐
阜
県
第

八
〇
四
号

岐
阜
県
第

八
〇
三
号

消
石
灰

消
石
灰

炭
酸
カ
ル
シ

ウ
ム
肥
料

炭
酸
カ
ル
シ

ウ
ム
肥
料

混
合
石
灰
肥

料 落
花
生
油
か

す
及
び
そ
の

粉
末

消
石
灰

消
石
灰

加
工
家
き
ん

ふ
ん
肥
料

七
〇
消
石
灰

七
〇
消
石
灰

炭
酸
苦
土
石

灰 粒
状
炭
酸
苦

土
石
灰

粒
状
混
合
石

灰 み
の
り
一
〇

〇 六
五
消
石
灰

七
〇
消
石
灰

発
酵
鶏
糞
肥

料

ア
ル
カ
リ
分

ア
ル
カ
リ
分

七
〇
・
〇

ア
ル
カ
リ
分

五
五
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
六
・
〇

ア
ル
カ
リ
分

五
五
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
六
・
〇

ア
ル
カ
リ
分

五
二
・
〇

く
溶
性
苦
土

一
一
・
〇

窒
素
全
量

五
・
五

り
ん
酸
全
量

一
・
〇

加
里
全
量

一
・
〇

ア
ル
カ
リ
分

六
五
・
〇

ア
ル
カ
リ
分

七
〇
・
〇

窒
素
全
量

三
・
〇

り
ん
酸
全
量

四
・
〇

加
里
全
量

二
・
五

同 該
当
な

し 同 同 公
定
規

格
の
と

お
り

同 同 該
当
な

し 公
定
規

格
の
と

お
り

南
星
産
業
株
式
会
社

同 同 日
本
バ
イ
オ
化
学
工
業

有
限
会
社

神
奈
川
県
川
崎
市
宮
前

区
神
木
二
丁
目
六
番
二

〇
号

シ
ー
シ
ー
エ
フ
ジ
ャ
パ

ン
有
限
会
社

愛
知
県
岡
崎
市
市
場
町

字
東
町
一
三
番
地

株
式
会
社
大
雅

山
県
市
出
戸
二
四
三
番

地 同 有
限
会
社
ク
ラ
ウ
ン
パ

ル海
津
市
南
濃
町
津
屋
二

八
一
三
番
地
一
六
九

ア
イ
・
テ
ィ
ー
・
エ
ス

フ
ァ
ー
ム
株
式
会
社

東
京
都
江
東
区
亀
戸
二

丁
目
三
五
番
一
三
号

県
道

道
路
の
種
類 岐

阜
県
第

八
四
二
号

八
四
一
号恵

那

蛭

川
線

東
白
川

路
線
名

消
石
灰

加
茂
郡
白
川
町
黒
川
字
栩
木

六
〇
四
〇
番
一
地
先
地
内

区

間

七
〇
消
石
灰

ア
ル
カ
リ
分

七
〇
・
〇

七
〇
・
〇後 前 区

域
変
更
前
後
別��･�〜��･� �･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) 同

共
栄
ジ
ャ
パ
ン
有
限
会

社愛
知
県
清
須
市
須
ケ
口

三
二
四
番
地
の
一

奈
良
県
大
和
郡
山
市
発

志
院
町
三
七
八
番
地

��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

岐
阜
県
告
示
第
六
百
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
六
百
十
五
号

道
路
法(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
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県
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

可

児

金

山
線

路
線
名

関金

山
線

路
線
名

加
茂
郡
川
辺
町
下
吉
田
字
沢
尻
九

七
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
同

八

二
番
一
地
先
ま
で

区

間

加
茂
郡
富
加
町
大
平
賀
字
町
屋
一

一
一
六
番
二
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
薬
師
前

一
二
八
八
番
二
地
先
ま
で

区

間���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･��･�� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･��･�� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

平
成
��･�･� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

一
般
国
道

道
路
の
種
類

二
百
五
十

六
号

路
線
名

加
茂
郡
白
川
町
白
山
字
西
ケ
牧
二

五
八
三
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
同

二

五
九
三
番
一
地
先
ま
で

区

間��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･��･�� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
六
百
十
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
六
百
十
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
二
十
七
号

庁

中

一

般

各

現

地

機

関

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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三

都
市
計
画
法

(

以
下
こ
の
項

中｢

法｣

と
い

う
。)

の
施
行

事
務(

都
市
公

二

都
市
の
美
観

風
致
を
維
持
す

る
た
め
の
樹
木

の
保
存
に
関
す

る
法
律(

昭
和

三
十
七
年
法
律

第
百
四
十
二
号
。

以
下
こ
の
項
中

｢

法｣

と
い
う
。)

の
施
行
事
務

一

都
市
公
園
法

(

以
下
こ
の
項

中｢

法｣

と
い

う
。)

及
び
岐

阜
県
都
市
公
園

条
例(

以
下
こ

の
項
中｢

条
例｣

と
い
う
。)

の

施
行
事
務

事
務
の
種
類

副
知
事
専
決
事
項

１

法
第
五
十
九
条
第
一
項

及
び
第
四
項
の
都
市
計
画

事
業
の
認
可
並
び
に
同
条

第
二
項
の
大
臣
へ
の
認
可

の
申
請

１

法
第
三
十
一
条
の
都
市

公
園
の
行
政
又
は
技
術
に

関
す
る
勧
告
等

部
長
専
決
事
項

１

部
長
専
決
事
項

を
除
く
法
の
施
行

に
関
す
る
事
務

１

法
の
施
行
に
関

す
る
事
務

１

知
事
決
裁
事
項

で
あ
る
法
第
三
十

三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
公
園
予

定
区
域
の
決
定
及

び
部
長
専
決
事
項

を
除
く
法
及
び
条

例
の
施
行
に
関
す

る
事
務

課
長
専
決
事
項

園
に
係
る
も
の

に
限
る
。)

２

法
第
六
十
三
条
第
一
項

の
事
業
計
画
の
変
更
の
認

可
３

法
第
八
十
一
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
必
要
な
措

置
の
代
執
行

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
四
十
三
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
三
街
路
公
園
課
の
表
中｢

街
路
公
園
課｣

を｢

都
市
整
備
課｣

に
改
め
、
同
表
二
の
項
及
び

三
の
項
を
削
り
、
同
表
四
の
項
中｢

施
行
事
務｣

の
下
に｢(

都
市
公
園
に
係
る
も
の
を
除
く
。)｣

を

加
え
、
同
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
第
三
号
中｢

第
八
十
一
条
第
二
項
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を

加
え
、
同
項
を
同
表
二
の
項
と
し
、
同
表
中
五
の
項
を
三
の
項
と
し
、
同
表
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。都

市
公
園
課

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
訓
令
甲
第
二
十
八
号

庁

中

一

般

各

現

地

機

関

附
属
機
関
の
委
員
等
の
職
に
充
て
る
職
員
の
職
の
指
定
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

附
属
機
関
の
委
員
等
の
職
に
充
て
る
職
員
の
職
の
指
定
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

令

附
属
機
関
の
委
員
等
の
職
に
充
て
る
職
員
の
職
の
指
定
に
関
す
る
規
程(

昭
和
五
十
年
岐
阜
県
訓
令

甲
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
岐
阜
県
交
通
安
全
対
策
会
議
の
部
幹
事
の
項
中｢

街
路
公
園
課
長｣

を｢

都
市
整
備
課
長
、
都

市
公
園
課
長｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
訓
令
甲
第
二
十
九
号

庁

中

一

般

各

現

地

機

関
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街
路
公
園
課

街
公

都
市
公
園
課

都
市
整
備
課

都
公
都
整

岐
阜
県
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
公
文
書
規
程(
昭
和
四
十
四
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢
｢

別
表
第
一
中

を

｣
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
訓
令
甲
第
三
十
号

庁

中

一

般

各

現

地

機

関

道
路
監
理
員
及
び
河
川
監
理
員
に
充
て
る
職
員
の
職
の
指
定
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

道
路
監
理
員
及
び
河
川
監
理
員
に
充
て
る
職
員
の
職
の
指
定
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
訓
令

道
路
監
理
員
及
び
河
川
監
理
員
に
充
て
る
職
員
の
職
の
指
定
に
関
す
る
規
程(

昭
和
五
十
一
年
岐
阜

県
訓
令
甲
第
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
本
庁
の
部
街
路
公
園
課
の
項
中｢

街
路
公
園
課｣

を｢

都
市
整
備
課｣

に
改
め
、｢

課
長｣

の
下
に｢

、
鉄
道
高
架
推
進
企
画
監｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書

の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
概
要
を
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
・
金

融
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

(

仮
称)

Ｂ
Ｏ
Ｓ
Ｓ

Ｆ
Ｏ
Ｏ
Ｄ
Ｓ

Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｋ
Ｅ
Ｔ

高
山
市
岡
本
町
一
丁
目
一
〇
一

二

意
見
の
概
要

高
山
市
長
の
意
見

・

駐
車
場
に
進
入
す
る
車
両
が
空
車
待
ち
で
道
路
に
は
み
出
し
、
他
の
通
行
車
両
に
支
障
が
及
ぶ

こ
と
の
無
い
よ
う
、
状
況
に
応
じ
誘
導
員
を
配
置
す
る
な
ど
適
切
な
対
応
を
講
ず
る
こ
と
。

・

駐
車
場
②(

市
道
を
挟
ん
だ
北
側
駐
車
場)

の
利
用
者
は
、
市
道
を
横
断
す
る
必
要
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
利
用
者
に
対
し
交
通
規
則
の
順
守(

横
断
歩
道
の
利
用)

や
交
通
事
故
に
つ
い
て
の
十

分
な
注
意
喚
起
を
行
う
こ
と
。

(
届
出
事
項

変
更)

○
家
畜
改
良
増
殖
法
の
規
定
に
よ
る
種
畜
証
明
書
の
交
付

家
畜
改
良
増
殖
法(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産

大
臣
か
ら
次
の
と
お
り
種
畜
証
明
書
を
交
付
し
た
旨
通
報
を
受
け
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
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り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

｢

次｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
農
政
部
畜
産
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
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